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○委員長（中村美穂委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の産業文教常任委員

会を開会します。令和６年第１回定例会本会議におきまして、本常任委員会に分割付託

を受けました議案第２３号令和６年度長与町一般会計予算の本日は建設産業部の件を議

題といたします。 

まず、はじめに産業振興課の件を議案といたします。提案理由の説明を求めます。 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

皆さまおはようございます。それでは令和６年度長与町一般会計予算の産業振興課所

管分についてご説明申し上げます。予算書の９ページをお開きください。第３表地方債

上から２番目、畑地帯総合整備事業が産業振興課所管分でございます。内容につきまし

ては、後ほど説明書にてご説明申し上げます。それでは歳入につきまして、説明書に沿

ってご説明申し上げます。１０、１１ページをお開きください。２款３項１目１節森林

環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき私有林人工林面積、

林業就業者数、人口で案分し譲与されるものでございます。２２、２３ページをお開き

ください。１５款１項３目農林水産業費県負担金１節農業費負担金の中山間地域等直接

支払交付金は、木場、大越、塩床、馬込一本松の４地区におきまして、中山間地域の耕

作放棄地防止対策に取り組んでおり、これに対する国、県からの交付金でございます。

多面的機能支払交付金（農地維持、資質向上、共同）も同様に活動組織が実施している

農地の維持保全と農道水路等の維持管理に係るものに対する交付金でございますが、令

和５年度までは、三根、横道の２地区が活動しておりましたが、令和６年度からは、三

根地区の１地区が活動することとなっております。２４、２５ページをお開きください。

１５款２項４目農林水産業費県補助金１節農業費補助金でございます。上から３行目、

中山間地域等直接支払市町村推進事業補助金、その下、ながさき鳥獣被害防止総合対策

事業費補助金、その下、経営所得安定対策等推進事業費補助金、１つ空けまして、新規

就農者育成総合対策事業補助金の４項目が産業振興課所管分でございます。それぞれ６

款農業振興費に充当する県補助金でございます。同じ項の２節林業費補助金、ながさき

森林づくり担い手対策事業補助金は、南部森林組合職員の福利厚生費補助金に対する県

負担分でございます。２８、２９ページをお開きください。１５款３項３目１節保健衛

生費委託金の市町村権限移譲等交付金（鳥獣捕獲）、同じく４目１節農業費委託金、同

じく５目１節商工費委託金は、いずれも県からの委託金となっております。同じページ、

１６款１項２目１節利子及び配当金の一番下の行にございます。森林環境譲与税基金運

用収入は、存目計上でございます。３４、３５ページをお開きください。２０款３項１

目１節貸付金元利収入の１行目、小規模企業振興資金預託金元利回収金と３行目の小規

模企業創業支援資金預託金元利回収金が産業振興課所管でございます。年度当初に町内

にございます３銀行に預託を行いまして、預託金の３倍を限度額として中小企業者へ資



金貸付を行っており、その預託金を年度末に回収するものでございます。同じページの

２０款５項３目１節雑入の上から３行目、ふれあい農園使用料、８行目、火災保険料の

一部、１３行目、海と日本プロジェクト漁協負担金が産業振興課所管でございます。ふ

れあい農園使用料は、町内に６カ所ございますふれあい農園の使用料、火災保険料２７

万９,０００円のうち、６，０００円が長与町特産品直売所まんてんの火災保険料でござ

います。海と日本プロジェクト漁協負担金は、日本財団の海と日本プロジェクトからの

補助金を活用して行う事業に対します負担金について、大村湾南部漁業協同組合の負担

分を町が受け入れて支払うものでございます。３６、３７ページをお開きください。上

から１７行目、長崎県市町村振興協会地域活性化支援事業助成金４００万円のうち、３

００万円が産業振興課所管分で、長与川まつりの開催の他、町のＰＲ事業に対する助成

金でございます。３８、３９ページをお開きください。２１款１項２目１節農業債、水

利施設等保全高度化事業充当起債は、岡地区における基盤整備事業負担金に係る充当起

債でございます。歳入は以上でございます。 

続きまして歳出に参ります。７０、７１ページをお開きください。２款２項１目税務

総務費でございます。産業振興課所管分は、ふるさと長与応援寄附金に係る経費で、令

和６年度の寄付見込額を令和４年度決算額から１億５,０００万円と想定し、必要な経費

をそれぞれ計上しております。まず、７節報償費のふるさと納税返礼品費は、寄付に対

する返礼品の経費でございます。７２、７３ページをお開きください。続きまして８節

旅費の普通旅費のうち、４,０００円が産業振興課所管分、１０節需用費の消耗品のうち、

１０万６,０００円と印刷製本費が産業振興課所管分でございます。１１節役務費は全て

産業振興課所管で、広告料は、ふるさと納税ポータルサイトにおいて長与町のＰＲを行

うもの。通信運搬費は、主に返礼品の送料、ふるさと納税サイト利用料は、ふるさと納

税ポータルサイトの利用料およびクレジット決済などの利用料でございます。１２節委

託料は、ふるさと納税業務委託料は、寄付の申し込みから返礼品の発送までの一連の業

務について、一括代行に係る経費でございます。続きまして１２８、１２９ページをお

開きください。５款１項３目労働諸費が産業振興課所管でございます。主なものといた

しまして、１８節負担金、補助及び交付金の高年齢者就業機会確保事業費補助金は、長

与・時津シルバー人材センターへの運営補助金でございます。国の補助金額を基本とい

たしまして、長与町、時津町の両町で５０％を均等割、２５％を６０歳以上の人口割、

残る２５％を会員割として案分し補助を行うこととしております。続きまして１３０、

１３１ページをお開きください。６款１項２目農業総務費が産業振興課所管でございま

す。主な内容といたしましては、１節から４節までは職員９名分および会計年度任用職

員の人件費、７節報償費の実行組合長報償費は、町内４３実行組合の実行組合長に対す

る関係文書、調査票等の配布、回収等に対する報償費でございます。次の１３２、１３

３ページをお開きください。溜池管理謝礼は、町内７カ所の防災重点ため池における管

理人への謝礼でございます。同じく３目農業振興費の主な内容といたしましては、１２



節委託料の１行目、有害鳥獣捕獲業務委託料は、中彼猟友会へのイノシシ、アナグマ等

の捕獲業務を委託するものです。２行目の農道等管理委託料は、農道の除草業務を委託

するものでございます。１４節工事請負費につきましては、令和６年度は本川内地区の

農道２路線の補修工事を予定している他、緊急の修繕に対応するものでございます。次

の１３４、１３５ページをお開きください。１８節負担金、補助及び交付金については、

新規や内容等に変更があったものについてご説明いたします。上から６行目、多面的機

能支払交付金（農地維持、資源向上、共同）２３万５,０００円は、令和５年度まで三根、

横道の２地区の活動が、令和６年度からは三根地区の１地区の活動となり減額しており

ます。その１１行下、施設園芸育成対策事業補助金１３万４,０００円は、小規模ビニー

ルハウスの建設補助でございますが、令和５年度に１件ご相談があっており今回予算計

上しております。その４行下、長与町有害鳥獣被害防止対策事業補助金は、イノシシ、

アナグマ等に対します捕獲事業と整備事業および狩猟免許取得に対する町単独の補助で

ございます。整備事業につきまして昨年度多くのご相談を頂いておりますが、令和６年

度にお待ちいただいている状況でございますので、今回増額計上をしております。１行

下、ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金は、国庫補助による整備事業でござい

まして、令和６年度から三根地区において整備を予定しております。その５行下、基盤

整備事業負担金は、令和５年度に事業着手をいたしました岡地区における県の基盤整備

事業に係る負担金で、令和６年度は詳細設計を予定しております。一番下、新規就農者

育成総合対策事業補助金は、４９歳以下の認定新規就農者に対し、資金面や機械のリー

ス等に係る経費を支援する国、県からの補助金でございます。令和６年度は４名に対し

まして支給予定で、経営開始資金が３名、経営発展支援事業が３名を予定しております。

同じページ、４目畜産業費が産業振興課所管分で、８節旅費の他、１８節負担金、補助

及び交付金、長崎県畜産協会負担金を計上しております。次に１３８、１３９ページを

お開きください。６款２項１目林業総務費が産業振興課所管でございます。８節旅費、

１０節需用費は経常経費でございます。１２節委託料、森林経営管理制度実施業務委託

料は、町内３６林班のうち、集積計画未作成の３３林班について全体計画の作成を行い

ます。また、本川内郷にございます１４林班、１５林班の意向調査、現地調査、集積計

画の作成、平木場郷にございます１８林班の保育間伐を実施する予定でございます。本

業務は、森林環境譲与税の充当事業でございます。１８節負担金、補助及び交付金、１

行目、長崎県治山林道協会負担金は、普通会費と県事業で行っている岡郷大迫地区の緊

急治山事業、丸田谷、皆前地区および南田川内地区の治山事業に伴う特別会費を計上し

ております。３行目、ながさき森林づくり担い手対策事業補助金は、南部森林組合の担

い手に係る社会保険料等を南部森林組合、県、町内６市町で案分し、歳入の県負担分を

合わせて南部森林組合へ補助するものでございます。下から２行目、緑の少年団運営補

助金は、コロナ禍で活動を休止しておりました緑の少年団ですが、令和６年度より活動

を再開するよう準備を進めており、令和６年度より補助の方も再開するものでございま



す。２０節貸付金、林業開発促進資金貸付金は、公益社団法人長崎県林業公社に対し、

山林経営事業の運営のために必要な資金の貸し付けを行うものでございます。同じペー

ジの６款３項１目水産振興費が産業振興課所管でございます。主な内容といたしまして

は、１８節負担金、補助及び交付金、４行目、水産多面的機能発揮対策負担金は、大村

湾の長与浦の再生活動として漁場環境を改善するための事業に対する負担金で、大村湾

沿岸９市町合同での広域による環境保全活動費に対する補助金を計上しております。令

和６年度の活動につきましては、干潟の保全に対する客土、耕うん、また海難救助訓練

を予定しております。その下、種苗放流事業補助金と漁場改善事業補助金は、大村湾南

部漁協が行う水質浄化や育てる漁業への取り組みを支援するもので、令和６年度は、ナ

マコの放流とブロック魚礁の設置を予定しております。一番下、海と日本プロジェクト

負担金は、日本財団の海と日本プロジェクト助成事業として実施します、二島開拓大作

戦事業に対する負担金で、町と漁協負担を合わせたものでございます。事業主体は、一

般社団法人海と日本プロジェクトｉｎながさきで、令和６年度は、シュノーケリングや

SUP等のイベントを予定しております。１４０、１４１ページをお開きください。７款１

項１目商工振興費でございます。８節旅費、普通旅費のうち２万６,０００円、１０節需

用費、消耗品費のうち１万円、食糧費、電気使用料が産業振興課所管分でございます。

１２節委託料１行目、商店街活性化委託料が産業振興課所管で、中央商店街の賑わいを

創出することを目的として、八反田公園、長与中央橋へのイルミネーションの設置を委

託するものでございます。１８節負担金、補助及び交付金でございます。多くは西その

ぎ商工会へ補助するもので、商工会を通じて町内商工業者の支援を行うものでございま

す。主なもの新規や内容等に変更があったものについてご説明いたします。５行目、商

工会組織支援事業補助金は、組織強化と財政基盤の強化により会員サービスの向上を図

ることを目的として運営補助を行っております。その３行下、店舗リフォーム助成金は、

町内事業者が店舗の機能の維持または向上のために行う補修、改修等の実施を支援する

もので、こちらは町の実施事業でございます。その２行下、工場等設置奨励金は、町内

産業の振興と雇用の増大を図るため、町内に土地を取得し工場等を新設または増設する

ものに対して、条例に基づき初期投資を軽減するための奨励金を交付するもので、令和

３年５月に開業いたしました長崎北徳洲会病院が対象でございます。その２行下、長与

町地域商業活性化事業補助金は、中央商店街のチャレンジショップにおけるトライアル

店舗の運営費等に対する補助金でございます。その下、地域産業雇用創出チャレンジ支

援事業補助金は、長崎県と連携し新たに雇用を創出する事業の拡充を実施する事業者に

対して支援を行うものでございます。一番下、テイク・ア・ステップ支援事業補助金、

こちらは令和６年度から取り組むもので、新事業展開や新商品開発および企業価値向上

の取り組みについて、開発支援、広報支援を行うものでございます。２０節貸付金でご

ざいます。小規模企業振興資金預託金は、小規模事業者への運転資金や設備投資資金と

して、また小規模企業創業支援資金預託金は、創業される方への資金援助として融資を



行うことを目的といたしまして、町内にございます３銀行へ預託を行うものでございま

す。７款１項２目観光費でございます。主なものにつきましてご説明をいたします。１

４２、１４３ページをお開きください。１８節負担金、補助及び交付金、１行目の長与

川まつり補助金は、長与川まつり実行委員会への運営補助でございます。５行目の長与

シーサイドマルシェ補助金も同様に実行委員会への補助金で、町内商業の振興と交流人

口の拡大を目的として運営支援を行うものでございます。一番下、大村湾観光活性化事

業補助金は、大村湾や周辺の地域資源を最大限に活用し、交流人口の拡大が期待できる

取り組みを行う団体等に対し、そのスタートアップを支援するものでございます。１９

８、１９９ページをお開きください。１１款１項１目農業用施設等災害復旧費は、農地

や農業用施設における災害に備え工事や原材料費などを計上しております。歳出は以上

でございます。 

また、２１８ページをお開きください。ここからが債務負担行為の関係調書となって

おります。長崎県に対する損失補償（造林資金）が２２０ページまでにかけまして３５

件、その次の（森林整備活性化資金）が１８件、２２２、２３３ページの（林業経営維

持資金）が１６件、その次の（利用間伐推進資金）が５件となっております。また、そ

の下の農林漁業資金による耕地等整備元利金補給は、長与木場、長与岡北改良区の２地

区分でございます。説明は以上となりますが、別添の主要な施策に関する説明書、１３、

１４ページに産業振興課分の主な事業を掲載しておりますので、併せてご参照いただけ

ればと思います。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

すみません、歳入の３２、３３ページの１８款２項３目の所の説明がなかったようで

すが、森林環境譲与税基金繰入金。 

暫時休憩します。 

(暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

それでは３２、３３ページの説明を求めます。 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

３２、３３ページ、１８款２項３目森林環境譲与税基金繰入金につきましては、６款

２項１目林業総務費に充当するために基金を繰り入れるものでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ただ今提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。まず質疑ですけれ

ども、予算書の９ページ、地方債のところから歳入に入っていきたいと思います。まず

ページを追って進めます。１０、１１ページ、続いて２２、２３ページ、２４、２５ペ

ージ、２８、２９ページ、続いて先ほどの３２、３３ページ、３４、３５ページ、雑入



ですね。３６、３７ページ、農業債の３８、３９ページ、歳入のところ、後から全体を

通して質疑を受けますので、歳出の方に入りたいと思います。それではページが飛びま

す。７０、７１ページ、続いて７２、７３ページ、このふるさと納税のサイト利用料と

かがありますけども、質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

７１ページの一番下、ふるさと納税返礼品費、今年度のふるさと納税の額が１億５,０

００万円で見込んでると言われましたか。一応、令和５年度の実績の見込みと下方修正

じゃないですけど、少し少なめに見積もる、見込む理由があれば教えてください。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

令和５年度の実績見込みが２億４,０００万円で見込んでおります。その実績より低い

というのが、こちらが令和４年度の決算額を基に今算出をしておりまして、その５年度

のふるさと納税の寄付金が多い時期というのがどうしても１２月等の年末になりますの

で、この当初予算の策定時期とちょっと微妙に計算が間に合わない部分がございまして、

当初予算時では今回は令和４年度決算を基に今作成をしているということでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。それではページを進めていきます。今７３ページのところ

まで質疑を受けておりますけれども、少しページが飛びます。１２８、１２９ページ、

ここはシルバーの運営補助金等がございます。質疑はありませんか。続いて１３０、１

３１ページ、１３２、１３３ページ。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１３３ページの１２節委託料のこの一番上の有害鳥獣捕獲業務委託料ですが、これは

固定なんですか。固定かどうかというのは、捕獲をした頭数とかは関係なくもう一律こ

の金額を委託料で支払うということなんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

こちらにつきましては猟友会に委託をするもので、捕獲頭数に関わらずこの金額に基

づいて捕獲に出ていただいた分に係る経費についてお支払いするもので、変更等はない

ものでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 



今質問したのは例えばたくさんもう捕れれば、その処分とかも大変なんだろうなと思

って、それにだから応じてお支払いをされるのかなというふうにちょっと思ったんです

けど、それはもうなくて一律この金額で精算をするということですね。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

捕獲業務につきましては、捕獲に係る経費の分ということで委託をしておりまして、

あと捕獲、捕れた頭数に対しましては、次ページの１８節負担金にございます長与町有

害鳥獣防止対策事業補助金と県のながさき鳥獣被害防止対策補助金で捕獲の報奨金とし

てお支払いして、それについては頭数に応じて１頭幾らという形でお支払いをさせても

らってます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。続いて１３４、１３５ページ。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

１３５ページのまず最初に、ながさき鳥獣防止総合対策事業、何というか、銃でいい

ですか。取得のところで、やはり毎年やっぱり何人かずつは取得をされる方がおられる

んですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

捕獲の方は銃に限らず箱罠等の免許も取られますので、毎年数名はおられるという状

況でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

次に基盤整備の負担金の方でちょっと確認をしたいと思います。今年度は設計という

ことで説明があったと理解したんですけども、まず最初に確認として、岡地区の何箇所

ぐらいされるのか。そしてまたこれに生産者の方が加入というか、借りたいという人た

ちがいると思いますけども、今何人ぐらいおられるのか、２点お聞きをしたいと思いま

す。 

○委員長（中村美穂委員） 

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君） 

まず長与岡地区につきましては、全体で１０.７ヘクタールでございます。３地区にま

たがっておりますけども、姥懐地区、穴岩地区および長尾谷地区が３地区で、合わせて



１０.７ヘクタールでございます。あと、そこに新しく基盤整備が完成後に担い手の方が

今現在１０名程度で要望を頂いております。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

何でお聞きしたかというと、やはり借りている方が結構もうお年がいった人もおられ

るわけで、やはり今のところ努力はしていただいておりますけども、完成時期が見えな

いということで、やっぱり不安を持っている方が何人か私の地区でもおられるんですよ

ね。入らない方がよかったとか。辞めることはできるんでしょうけど、そういった不安

を持っている方がおられます。今年は設計ということですので、まだまだ実際基盤整備

に取りかかるのに時間がかかるようですけども、その段階というか、最終的に何年に完

成をするのか、そして、引き渡しをいつ頃できるのかということが分かっていれば教え

ていただきたい。分からないなら結構でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君） 

６年度につきましては、先ほど課長がご説明したとおり詳細設計に移っていきます。

詳細設計後早くて令和７年度から工事に着手いたしますけれども、完成が令和１０年度

になります。早くて令和１０年度以降の農地の利用という形になるかと思われます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

１３５ページの新規就農者の育成総合事業の１,９５０万円なんですが、これは４９歳

以下の就農された人は４名と先ほどおっしゃいましたかね、その辺りをもう少し詳しく

教えてください。 

○委員長（中村美穂委員） 

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君） 

この補助制度につきましては将来の農業を担うということで、４９歳以下の方に対し

ての対象になっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

４名につきましては、２名は継続しての活用、令和６年度から新たに２名が、この補

助金を活用するということになっております。 



○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

令和６年度から新たに２名ということは、それは今から募集をされるというところな

んですか。もう決まってるというところなんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君） 

前年度、前前年度よりご相談があられた新規就農者の方が今年度に向かってというこ

とですので、今もう決定の方に対しての補助になっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

ということは、４名ということは４,９５０万円だったので約４８０万円ぐらいの均等

で、割合で４名でされるということなんですか。それともその中でそれぞれ各個人支出

する分は、補助金は別々ということですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君） 

先ほどの１点訂正ですけども、まず令和６年度引き続きの方がお１人いらっしゃいま

して、この中でいきましたら、まず経営開始資金につきましては継続の方がお１人、新

規の方がお２人、それと経営発展支援事業につきましては、新規の方がお２人と経営発

展支援事業のみ使われる方がお１人ということで、それぞれの経営開始資金につきまし

ては年間１５０万円、経営発展支援事業につきましては、経営開始資金を使われる方に

ついては５００万円、経営発展支援事業のみの方については１,０００万円の補助になっ

ております。内訳は以上です。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。それではページを進めていきます。１３８、１３９ページ、

続いて１４０、１４１ページ。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

７款１項、１４１ページ、長与町工場等設置奨励金ですね。ここ条例に基づいて今北

の徳洲会が対象となっているということなんですけど、この金額３,９２９万６,０００

円、この内訳というんですか、内容を少し詳細に聞きたいんですが。 

○委員長（中村美穂委員） 

暫時休憩します。 



（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

長与町工場等設置奨励金につきましては、町内に土地を取得し当該土地に工場等を新

設または増設していただいた事業者に対する奨励金でございまして、該当する土地、建

物および償却資産に課する固定資産税の税額相当額が内訳となっております。詳細な数

値的なものにつきましては、後で提出をさせていただきたいと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

１４１ページのテイク・ア・ステップ支援事業とこれは２０万円ということなんです

が、本町での新規に新しくその補助を出すものというところですが、これは国か何かの

補助金の計画があってからのものなんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

島係長。 

○係長（島典明君） 

お尋ねいただきましたテイク・ア・ステップ支援事業ですが、こちらは西そのぎ商工

会の方に支援をさせていただく事業になりまして、新事業、新商品のサービスの展開と

あと企業価値の向上支援という形で西そのぎ商工会に支援をして、長与町と時津町と負

担金をお支払いさせていただいて事業を行うものになっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

ということは、長与町、時津町、商工会で共にタイアップして何かされるんでしょう

けど、そしたらその若い者というか、その何かそういった商品を開発して新たに２町で

商工会と共にまた何かを生み出して、それを事業化するというようなことも展開を考え

ているんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

島係長。 

○係長（島典明君） 

こちらが西そのぎ商工会に補助を出すものになりますので、実施主体としては西その

ぎ商工会が行うような形になっておりまして、対象者等も一応西そのぎ商工会の会員事

業所が一応対象になるという形にはなっております。経営基盤強化や企業価値の向上の



ためにチャレンジをする事業者を応援するっていうことが目的という形で聞いておりま

す。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

同じページなんですが、店舗リフォーム助成なんですが、これは何店舗を大体予定を

されているんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

島係長。 

○係長（島典明君） 

店舗リフォーム助成の方が５店舗を想定しております。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

以前これ質問したときに、店舗だけじゃなくて店舗の事務所とかもリフォームが対象

としてできたんですが、そのあたりはもうあくまで店舗だけというところでよろしいん

ですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

島係長。 

○係長（島典明君） 

こちらの補助金が事業の用に供するものという形でなっておりますので、店舗以外で

も事務所とか事業に使うものであれば対象になるというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。それでは続いて１４２、１４３ページ、質疑はありません

か。続いてページが飛びます。１９８、１９９ページ、２１８ページから２２３ページ

までの債務負担行為に関する調書ですね。主要な施策に関する説明書の１３、１４ペー

ジ、質疑はありませんか。全体を通して質疑を受けたいと思います。質疑はありません

か。 

質疑をしたいので、副委員長と交代します。 

○委員（堀真委員） 

質疑はありませんか。 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

１２８、１２９ページの高年齢者就業機会確保事業費補助金、シルバー人材センター

への補助金になると思うんですが、補助をする立場であるということは認識をしていま

すけれども、このシルバーの実態ですね。そこに加入されている方の人数の推移、減っ



てらっしゃるのかということと、あと今のいろんな除草作業とか、あと資源ごみの回収

を今ちょっと変わっているのかなと思う面もあるんですけれど、どういったものに従事

されるお仕事の内容が、大まかに把握しているものが分かれば教えてください。 

○委員（堀真委員） 

島係長。 

○係長（島典明君） 

まず、シルバー人材センターの加盟者の推移でございますが、令和２年度が２年度末

で２８２人、令和３年度末で２８４人、令和４年度末で２６７人、令和５年度につきま

しては、２月末現在で２２２人という形になっております。そして主な業務ですが、お

っしゃられるとおりいろいろやられているんですが、一応専門技術として教育指導、経

理事務とか翻訳とか執筆とかもされますし、植木の手入れ、草刈り、塗装とか左官とか

一応そういうこともされますし、一般事務、あと施設管理、除草等の軽作業で、封入と

か封筒、清掃とかの屋内作業とか、あと福祉の家事援助等もされております。 

○委員（堀真委員） 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

高齢者と言っていいのか、働く機会の創出ということでシルバー人材センターがあっ

て、まだお元気で従事したい、これが仕事ということだけでは、生きがいづくりとかそ

ういったものもあるのかなと思っているんですけれども、やはり今人数をお聞きします

と、少し従事してくださる方の人数が年々、一時期はそんなに変わってないけれども、

今年度２月末ですので、はっきりあれですけど、ちょっと減ってきているのかなという

ところが危惧されます。また自治会配布とかそういったものもいろんな事情で関わって

きていらっしゃいましたけど、そこが変わってきたりとか、それはもうその団体が決め

ること、仕事の内容でというのはあると思うんですね。ただ除草作業とかかなりきつい

というか、やっぱり大変な作業にはなかなか従事するのも難しいというのも聞いており

ますけれども、ある程度一定人数を募集をかけてると思うんですけど、そこのシルバー

に対する募集、通常していると思うんですけど、そういったことの働きかけをしてるか

どうかっていうのは把握されてますか。 

○委員（堀真委員） 

島係長。 

○係長（島典明君） 

すいません、まず１つ訂正をお願いいたします。令和５年度の２月末現在がすいませ

ん２２２名と先ほど申しましたが、２９２名の誤りでした。失礼いたしました。募集に

つきましてはシルバー人材センターがもちろん独自でもされてらっしゃいますが、広報

等でも依頼を頂いて掲載をさせていただいてるところでございます。 

○委員（堀真委員） 



中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

２９２名だと安心しました。何かだんだん減ってきてしまっているのかなというとこ

ろがあったんですけども、一定数年程度今この数字を聞けば変わっていらっしゃらない

というところではあると思うんですけども、今後もやはりそういう働く機会とか、生き

がいづくりのために町として支援をしていくという形で続けていただきたいと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○委員（堀真委員） 

山口部長。 

○建設産業部長（山口新吾君） 

このシルバー人材センターについては、委員が申されますとおり高年齢者の就業の機

会それに伴う福祉の増進であったりとか、そういうその生きがいづくり、そういったと

ころにも寄与してると思いますので、これは国も推進をしている事業でございますので、

今後も引き続き長与、時津、両町で協議をしながらシルバー人材センターの発展に話を

しながら、きちんとしっかり補助金等も支出しながら対応してまいりたいというふうに

考えております。 

○委員（堀真委員） 

委員長と交代します。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

先ほど竹中委員よりご質問がありました長与町工場等設置奨励金３,９２９万６,００

０円につきまして、土地、建物償却資産のおおよその内訳をご説明をいたします。償却

資産分が約６３０万円、土地が３８０万円、建物が２,９１０万円となっております。ト

ータルで概算で３,９２０万円でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで産業振興課所管分の質疑を終わります。 

１０時５０分まで休憩します。 

（休憩 １０時３７分～１０時４８分） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

続きまして、議案第２３号の建設産業部土木管理課の所管のところを議題といたしま

す。本案について提案理由の説明を求めます。 

山﨑課長。 



○土木管理課長（山﨑禎三君） 

皆さまおはようございます。それでは議案第２３号令和６年度長与町一般会計予算土

木管理課所管分につきまして、ご説明申し上げます。はじめに予算書の９ページをお開

き願います。第３表地方債になります。目的欄の４段目、道路橋りょう事業、５段目、

港湾管理事業、７段目、街路事業、８段目公園施設長寿命化事業および９段目、市街地

整備総合交付金事業の一部の５項目が土木管理課所管分になります。続きまして一般会

計予算に関する説明書により、歳入の部からご説明申し上げたいと思います。まずは１

４、１５ページをお開き願います。１３款１項５目土木使用料１節道路橋りょう使用料

は、電気、電話の電柱や電線、ガス管等の道路占用料になります。同じく２節都市計画

使用料のうち公園占用料は、道路と同じく電柱、電線等の占用分でございます。続きま

して１６、１７ページをお開き願います。同じく２節都市計画使用料のうち、説明欄１

行目の中尾城公園使用料は草スキー、モノレールの使用料になります。２行目の都市公

園使用料につきましては１,０００円が土木管理課所管分のでございます。存目計上でご

ざいます。３行目、潮井崎キャンプ場施設使用料でございますが、キャンプ場、交流館

の展示室、研修室、冷暖房、シャワーの使用料になります。次に２０、２１ページをお

開き願います。１４款２項４目土木費国庫補助金１節道路橋りょう費補助金、説明欄１

行目の安全で快適な地域社会の創造補助金は、町道３工区１９号線ほか１線、のり面維

持工事に充当する補助金となります。補助対象事業費の５０％を計上しております。２

行目の道路橋長寿命化による安全性の確保補助金でございますが、橋梁点検業務などに

充当する補助金でございます。補助対象事業費の５５％を計上しております。次に２節

都市計画費補助金のうち、説明欄１行目の活力創出基盤整備総合交付金につきましては、

都市計画道路西高田線街路事業に充当する補助金でございます。事業費の５０％を計上

しております。次に説明欄２行目の公園施設長寿命化対策支援事業費補助金につきまし

ては、公園施設の長寿命化事業に充当する補助金でございます。事業費の５０％を計上

しております。続きまして３節市街地整備総合交付金は、説明欄１行目と２行目が土木

管理課所管でございます。説明欄１行目の町道新設改良事業費交付金でございますが、

３節市街地整備総合交付金でございます。説明欄１行目の町道新設改良事業費交付金で

ございますが、町道柳田椿林線に充当する補助金となります。事業費の４０％を計上し

ております。説明欄２行目の公園整備事業費交付金でございますが、高田南土地区画整

理事業地区内の公園整備に充当する補助金でございます。事業費の４０％を計上いたし

ております。次に２８、２９ページをお開き願います。１５款３項６目土木費委託金１

節土木費委託金は、存目計上でございます。同じく２節港湾費委託金でございますが、

港湾施設の管理事務に伴う委託金でございます。３０、３１ページをお開き願います。

１７款１項４目土木費寄附金１節土木管理費寄附金は、存目計上をいたしております。

次に３４、３５ページをお開き願います。２０款５項３目雑入１節雑入につきまして、

説明欄７行目の清涼飲料水自動販売機設置使用料につきましては、３２６万６,０００円



のうち５７万６,０００円、その２行下の各種施設電話使用料につきましては、４,００

０円のうち１,０００円、次のページの３６、３７ページの上から５行目の電柱等設置使

用料は、３万５,０００円のうち１,０００円、その１０行下の境界立会他証明書等交付

手数料１万３,０００円のうち、１万２,０００円の以上４点が土木管理課所管分として

計上いたしております。次のページ３８、３９ページをお開き願います。２１款１項３

目土木債２節道路橋りょう事業債につきましては、舗装工事などの町単独負担額の９

０％を、３節港湾管理事業債につきましては、県施工の長与港緊急自然災害防止対策事

業および長与港海岸緊急自然災害防止対策事業の地元負担金の１００％をそれぞれ計上

いたしております。次に４節都市計画事業債のうち、説明欄２段目の街路事業充当起債

と説明欄３段目の公園施設長寿命化事業充当起債が土木管理課所管でございます。街路

事業および公園施設長寿命化対策事業ともに町単独負担額の９０％を計上いたしており

ます。次に５節市街地整備総合交付金事業債のうち、説明欄１段目の町道新設改良事業

充当起債と説明欄２段目の公園整備事業充当起債が土木管理課所管となります。どちら

の事業につきましても町単独負担額の９０％を計上いたしております。以上が歳入の部

になります。 

続きまして歳出の部でございます。１４２、１４３ページをお開き願います。８款１

項１目土木総務費は、土木管理課所管でございます。１目土木総務費１節報酬の報酬か

ら４節共済費につきましては、部長を含めまして土木管理課職員総数９名分および会計

年度任用職員１名分の人件費になります。ページ下段の８節旅費、１０節需用費につき

ましては、経常的経費になります。１４４、１４５ページをお開き願います。１２節委

託料につきましては、道路台帳作成整備委託を含みます各種委託業務になります。１３

節使用料及び賃借料につきましては、経常的経費になります。１８節負担金、補助及び

交付金につきましては、各種協会への負担金になります。次に２目急傾斜地管理費１２

節委託料でございますが、土木管理課所管でございます。主なものといたしましては、

のり面の維持に関します除草および調査委託料でございます。１４節工事請負費につき

ましては、説明欄上段の急傾斜地維持補修工事費でございます。こちらが土木管理課所

管でございます。道路のり面の補修工事費でございます。続きまして、ページ下段から

の８款２項道路橋りょう費は土木管理課所管分でございます。８款２項１目道路橋りょ

う総務費８節旅費、１０節需用費は経常的経費になります。１２節委託料につきまして

は、土木積算システムの保守点検委託料、１３節使用料及び賃借料につきましては経常

的経費、１８節負担金、補助及び交付金につきましては、各種協会負担金でございます。

次に１４４、１４５ページ下段から１４６、１４７ページの８款２項２目道路維持費、

１０節需用費につきましては、経常的経費でございます。１４６、１４７ページをお開

き願います。１２節委託料につきましては、通常業務としての町道等の維持管理補修作

業員の業務委託や街路樹の剪定や除草委託を予定をいたしております。１３節使用料及

び賃借料は経常的経費でございます。１４節工事請負費につきましては、通常の維持補



修工事の他、昨年度からの継続事業でございます吉無田女ノ都線の舗装補修工事、また

新規事業でございます町道３工区１９号線ほか１線のり面維持工事などを予定をいたし

ております。次に１５節原材料費につきましては、道路等維持補修に伴います経常的経

費でございます。１７節一般備品購入費でございますが、刈払機専用研磨機の購入を予

定をいたしております。同じく８款２項３目道路新設改良費の１２節委託料でございま

すが、町道本川内佐敷線改築工事の測量設計を予定をいたしております。１４節工事請

負費は、町道柳田椿林線道路新設工事を予定をいたしております。２１節補償、補塡及

び賠償金でございますが、道路改良工事に伴います電柱等移転補償費でございます。８

款２項４目橋りょう維持費１２節委託料でございますが、橋梁定期点検業務および橋梁

設計業務、橋梁長寿命化計画の改定業務委託を予定をいたしております。１４節工事請

負費は、橋梁長寿命化計画に基づきます橋梁補修工事を予定をいたしております。続き

まして８款３項河川費および次ページ４項港湾費は、全て土木管理課所管分でございま

す。３項河川費、１項河川総務費につきまして、順番が一部前後いたしますが、８節旅

費、１０節需用費、１１節役務費および次ページ１４８、１４９ページの１３節使用料

及び賃借料、１５節原材料費は、経常的経費となります。前のページに戻りますが、１

２節委託料につきましては、斉藤地区の排水ポンプ保守点検や河川の樹木伐採や除草に

関します委託料でございます。１４８、１４９ページをお開き願います。１４節工事請

負費につきましては、通常の維持補修工事分の他、準用河川の護岸補修工事を予定をい

たしております。１８節負担金、補助及び交付金は、協会負担金でございます。次に８

款４項１目港湾整備費のうち８節旅費、１０節需用費につきましては、経常的経費にな

ります。１２節委託料は長与港港湾施設管理業務等委託料でございます。１８節負担金、

補助及び交付金につきましては、野積場および下岡の防災工事に伴います県事業地元負

担金の他、協会負担金になります。続きまして１５０、１５１ページをお開き願います。

８款５項４目街路事業につきまして、こちらも順番が一部前後いたしますが、８節旅費、

１０節需用費、１８節負担金、補助及び交付金につきましては、経常的経費でございま

す。その他１１節役務費、１２節委託料、１４節工事請負費、１６節公有財産購入費、

２１節補償、補塡及び賠償金につきましては、都市計画道路西高田線に係る事業費でご

ざいます。令和６年度は、引き続き高田踏切側からの改良を主に進めてまいります。主

な工事施工場所といたしましては、長崎けやき医院前付近から長崎北陽台高校入口付近

を予定をいたしております。また令和５年度より地質調査を進めております区間につき

ましての詳細設計を進める予定といたしております。続きまして１５０、１５１ページ

下段から１５４、１５５ページ上段までの８款５項５目公園緑地管理費でございます。

１５０、１５１ページ下段の１節報酬から１５２、１５３ページ上段の３節職員手当等

４節共済費および８節旅費のうち、下段の会計年度任用職員通勤手当につきましては、

公園施設長、作業員および作業補助員３名分を計上いたしております。８節旅費のうち

普通旅費、１１節役務費につきましては、経常的経費でございます。戻りますが１０節



需用費につきましては、水道、下水道、電気、ガスなどの使用料などの経常的経費の他、

花の苗配布事業のための花の苗代などになります。同じく１２節委託料につきましては、

主なものといたしましては、説明欄１行目の各公園のトイレ清掃でございます公園清掃

管理委託料、説明欄５行目の中尾城公園や潮井崎交流館の施設管理などの公園施設管理

委託料を予定をいたしております。また説明欄８段目の測量設計委託料につきましては、

公園施設長寿命化対策事業に伴います中尾城公園の設計業務委託を予定をいたしており

ます。その他に公園警備や剪定業務、公園遊具点検業務などの委託料がございます。１

３節使用料及び賃借料につきましては、借地公園の賃借料の他、ＡＥＤや潮井崎交流館

敷マット、券売機などの賃借料になります。１４節工事請負費は、通常の維持管理など

の他、長寿命化対策事業としてアヴィス公園の遊具更新工事を予定をいたしております。

その他、道ノ尾街区公園および平尾公園の新設工事を予定をいたしております。続きま

して１５４、１５５ページをお開き願います。１５節原材料費は経常的経費でございま

す。１６節公有財産購入費は、西彼中央土地開発公社所有地の購入を予定をいたしてお

ります。平尾公園整備予定地に係る用地の購入を予定をいたしております。１７節備品

購入費でございますが、公園清掃等の管理委託を行っていただいている自治会へ貸し出

しを行うために、自走式草刈機の購入を予定をいたしております。１８節負担金、補助

及び交付金は、公園関係の協会費等の負担金でございます。大きく飛びまして１９８、

１９９ページをお開き願います。１１款２項公共土木施設災害復旧費は、全て土木管理

課所管分でございます。１目道路等災害復旧費８節旅費から２００、２０１ページの１

８節負担金、補助及び交付金まで、災害復旧に関します予算を計上いたしております。

１４節工事請負費につきましては、災害に対し早急に対応するための予算を計上いたし

ております。なお、主要な施策に関する説明書の１５、１６ページに主要な施策、４０

ページに長期継続契約予定一覧の土木管理課所管分が掲載されております。ご参照のほ

どよろしくお願い申し上げます。以上で土木管理課所管分の説明を終わります。ご審議

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ただ今提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。まず予算書の９ペ

ージ、地方債、それから歳入に入っていきたいと思います。まず１４、１５ページ、１

６、１７ページ。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

令和５年度から潮井崎キャンプ場施設使用料というのをいただくようになったかと思

うんですけど、まだ１年目ということであれだと思うんですけど、一応今のところの見

込みで幾らぐらいになりそうなのか教えていただければと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 



○係長（伊藤央君） 

現状２月末の時点におきまして、キャンプ場の使用料の収入というのは約６７万円と

いう状況にございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

それでは２０、２１ページ、少し飛びまして２８、２９ページ、３０、３１ページ、

それから３４、３５ページ、その次のページの３６、３７ページ、雑入ですね。３８、

３９ページの町債土木債のところですね。あとから戻っても構いませんので、続いて歳

出に入りたいと思います。ページがかなり飛びまして１４２、１４３ページ、続いて１

４４、１４５ページ、１４６、１４７ページ。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

たぶん道路維持費かなと思うんですが、私もちょっと記憶が定かではないんですが、

西高田線ののり面のボーリングをするということで、昨年の補正だったか当初だったか

かちょっと記憶が定かではないんですが、その結果はどこかに反映されているんでしょ

うか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山﨑課長。 

○土木管理課長（山﨑禎三君） 

委員おっしゃるとおり昨年９月に補正予算で予算の方をいただきまして、それから地

質調査の方に着手いたしておりまして、ボーリングまでは大体作業として終わっており

ます。今解析業務の方に移行しておりまして、まだちょっとその辺の結果というのは反

映はされておりません。先ほど私が口述の説明の中で申し上げましたが、その結果をも

って来年度詳細設計に移行したいというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

来年度というのはこの予算書ですよね。詳細設計はここに反映させているということ

ですか。そしたら工事はまたその先。 

○委員長（中村美穂委員） 

日名子課長補佐。 

○課長補佐（日名子達也君） 

詳細設計につきましては予算書、歳出の部１５０、１５１ページ、８款５項４目街路

事業費、１５０、１５１ページ中段よりちょっと下です。８款５項４目街路事業費の中

の１２節委託料の中で、詳細設計の方を計上をさせていただいております。ご質問のあ

った工事の方はということでございますが、詳細設計を見てそのあと工事費につきまし

ては、補正予算なりでご提案をさせていただきたいというふうに考えているところでご



ざいます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

同じく１４７ページの１４節町道新設工事、これの場所を何か図面か何かあれば、あ

りますか。いや今急に言ったから用意してるかどうか分からないんですけど、もしあれ

ば理解ができるのかなと思うんですけどね。 

○委員長（中村美穂委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

日名子課長補佐。 

○課長補佐（日名子達也君） 

場所につきましては今現在椿林の区画整理組合施行でやられております、それの下の

所から高田中学校の外周道路、こちらに接続する道路を今現在考えているところでござ

います。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。続いて１４８、１４９ページ、１５０、１５１ページ、続

いて１５２、１５３ページ、１５４、１５５ページ、質疑はありませんか。それから飛

びまして１９８、１９９ページ、その次のページの２００、２０１ページ、それから主

要な施策に関する説明書の土木管理課所管が１５、１６ページですね。３９、４０ペー

ジ、長期継続契約。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

この４０ページの主要な施策に関する説明書の４０ページのこの長期契約の長与駅構

内防犯カメラ借上契約ということで、これはもうずっと以前から契約されているんです

か。今年始まるということじゃないんですよね。２０５万９,２００円ということで、こ

の映像はどこで管理をされているんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

映像につきましては、駅のコミュニティホールの中にある管理室の所に機材を置いて

おりまして、そちらの方で常時録画の状況等を確認できるようになっております。 

○委員長（中村美穂委員） 



浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

この防犯カメラについては最近何かひどく進歩して、映像は例えばクラウドで管理し

て器具もものすごく安くなって、私もちょっとそういう記事を読んでいろいろこう調べ、

ちょっとだけ勉強したんですが、もうやっぱりいまだにそういうあれなんですかね。何

か起こったときにすぐもうネット上で見られるようなシステムにするとかですね。それ

がかなりもう安価でできるようになっている。時代がそういうものになっているという

ようなことをちょっとお聞きをしているんですが、そこら辺の検討というのは、されて

ないんですか、一切されてないんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

こちらの防犯カメラというものが４台設置をしておりまして、町道長与駅広場線の所

に２カ所ですね。それと県道側とロータリー側にエレベーターを設置しておりまして、

そのエレベーターの中に２台設置をしております。どうしてもそのエレベーターとの関

連性というのがございますので、現状はちょっと委員がおっしゃられるところの部分に

ついては、ちょっと今の現段階では検討をできていないような、どうしてもエレベータ

ーと密接に絡んでいるというとこがございますので、ちょっとその分については、現状

検討していないというようなところになります。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

これ長期契約となってますので契約がどうなるのかはよく分かりませんけども、よく

よく検討してよりよいものを検討して替えた方がいいというものがもしあれば、そこら

辺検討して対応していただきたいと思うんですが。 

○委員長（中村美穂委員） 

山﨑課長。 

○土木管理課長（山﨑禎三君） 

委員おっしゃることはごもっともだと思っております。ですので先ほど係長が申し上

げたように、私どもちょっとその辺ネットで見れないかどうか、確認ができないかどう

かのその辺の方向性もちょっと研究はしてきていたんですけど、やっぱり先ほど係長が

申し上げたようにエレベーターとの関連性というのがあるものですから、そこがちょっ

と一歩踏み出せない、今回踏み出せなかったところかなというところがあるので、今後

もそういうところについても情報収集とかしながら、またあとその相手側の提案とかそ

の辺も期待しながら研究をしていきたいというふうに思ってます。 

○委員長（中村美穂委員） 



他に質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

戻って申し訳ないんだけど、１５３ページの１２節委託料の測量設計委託料の中尾城

公園のことと言われたですね。これについてちょっと詳しく説明をお願いしたいです。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

中尾城公園のスパイラルスライダーですとか、草スキー等の劣化というのが見受けら

れるというところになっておりますので、中尾城公園の遊具の更新に伴う設計の委託料

となります。遊具の基本設計から詳細設計およびスパイラルスライダーの撤去に係る設

計を行う予定というふうにしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

それではそのスパイラルのあれをもう大体取り壊すという中でのもう準備に入ったと

いうふうに理解しておけばいいわけですね。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

そのとおりでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

１４７ページで河川費、河川総務費で委託料として河川管理委託料３０４万円、委託

先がどういったものなのか教えていただきたいのと、次のページの工事請負費が４２０

万円上がっていて、護岸工事というふうに説明があったかと思うんですけれども、川の

工事、ちょっと不勉強なんですけど、県がするのかなって勝手に思ってて、どの辺の所

なのか教えていただければと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長補佐。 

○課長補佐（山口亮君） 

まず河川管理委託料の内訳でございますが、長与ダムの周辺の除草を木場自治会と大

越自治会の方に委託しておりまして、それが６４万円、後は長与駅前の親水公園の除草

が年２回実施しておりまして、それが約１００万円、あとはそれ以外の河川の除草が４



０万円と、あとちょっと大きめの河川でいいますと、オーコ川、大堂川、平木場川とい

う３つの河川がございまして、そちらが河川の中にダンチクのような、もう木に近いよ

うな草が毎年生える所がございますので、そちらの伐採業務で約１００万円ほど見込ん

でおりまして、合計３０４万円予算計上をさせていただいております。次に河川工事費

でございますが、２カ所予定しております。予定が決まっているのが２カ所ございまし

て、岡郷にございますオーコ川と潮井崎公園付近にあります大堂川、そちらの２カ所を

河川護岸のちょっともろくなっている所がございますので、そちらの補修工事の方を予

定しております。残りはちょっと想定外の河川工事もございますので、その辺りも見越

して約４２０万円ほど予算計上をさせていただいております。準用河川につきましては

もう町の管理となっておりますので、毎年一定の維持管理費というのがかかってござい

ます。 

○委員長（中村美穂委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

ありがとうございます。次に、１５５ページで都市計画費で公有財産購入費２,２１０

万円、もう１度ちょっと聞き取れてなかったので説明をお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

日名子課長補佐。 

○課長補佐（日名子達也君） 

１５４、１５５ページの上段付近、１６節公有財産購入費２,２１０万についてでござ

います。これにつきましては公園の整備を平尾公園ということで、公園の整備を行いま

す。この公園につきましては高田南区画整理の中で公園として、地区内で３％の公園と

して換地といいますか、公園用地ですということで設置をされている所でございます。

そこを今回工事をするんですが、その隣に西彼中央土地開発公社の土地がございまして、

そこも含めて工事をした方がよりよい公園になるんじゃないかなというところで、この

分の土地２,２１０万円分、この分を買ってそこも一緒に工事をさせてもらおうというこ

とで、今回計上をさせていただいているところでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

歳入歳出全般を通して質疑を受けております。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで土木管理課所管分の質疑を終わります。 

１１時４０分まで休憩します。 

（休憩 １１時３１分～１１時３８分） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

議案第２３号の建設産業部都市計画課所管分について、提案理由の説明を求めます。 

前田課長。 



○都市計画課長（前田将範君） 

それでは議案第２３号令和６年度一般会計予算の都市計画課所管分につきまして、ご

説明申し上げます。予算書の９ページをお開き願います。第３表地方債でございます。

上から３段目、急傾斜地管理事業、６段目、土地区画整理事業の２項目が都市計画課所

管分になります。３段目急傾斜地管理事業１,７５０万円につきましては、令和４年度よ

り取り組んでおります嬉里郷古園地区の急傾斜地崩壊対策工事に伴う事業費に充当する

地方債でございます。６段目の土地区画整理事業８億３,２１０万円につきましては、高

田南土地区画整理事業の事業費に充当する地方債でございます。それでは歳入歳出予算

について、予算に関する説明書によりご説明申し上げます。はじめに歳入からご説明い

たします。１６、１７ページをお開き願います。ページ上段、１３款１項５目３節住宅

使用料は、東高田、西高田、岡岬、町営住宅の現年分の住宅使用料の収入見込額になり

ます。続きまして２段下、５節町営住宅駐車場使用料は、現年分の収入見込額になりま

す。４節および６節滞納繰越分につきましては、住宅使用料、駐車場使用料のそれぞれ

の滞納繰越の収入見込額を計上しております。続きまして１８、１９ページをお開き願

います。ページ上段の１３款２項３目土木手数料の廃目につきましては、こちらは長期

優良住宅の認定申請に係る手数料分を存目計上しておりましたが、こちらの取り扱いが

県に一本化されたということによりまして廃目しております。続きまして２０、２１ペ

ージをお開き願います。１４款２項４目土木費国庫補助金４節住宅費補助金は全て都市

計画課所管分でございます。主なものとしまして、説明欄の２段目、住宅・建築物耐震

改修事業補助金、３段目の住宅性能向上リフォーム支援事業補助金など、個人の住宅に

関する支援事業などに充当する補助金となります。続きまして２４ページ、２５ページ

をお開き願います。１５款２項６目土木費県補助金１節土木管理費補助金は、令和４年

度から取り組んでおります嬉里郷古園地区の急傾斜地崩壊対策事業の工事請負費に充当

する補助金でございまして、事業費の２分の１の額を計上しております。続きまして２

節住宅費補助金、こちらは全て都市計画課所管分でございます。続きまして２８、２９

ページをお開き願います。１５款３項６目３節都市計画費委託金１,０００円でございま

すが、こちらは都市計画法に基づく許認可事務の権限移譲交付金でございます。続きま

して３４、３５ページをお開き願います。２０款５項３目１節雑入でございますが、説

明欄の上から１２段目、都市計画地図売払収入としまして、５万円を計上しております。

続きまして３６、３７ページをお開き願います。同じく雑入の説明欄の上から１４段目、

町営住宅光インターネット装置設置料２万５,０００円が都市計画課所管分でございま

す。続きまして３８、３９ページをお開き願います。２１款１項３目土木債１節急傾斜

地管理事業債につきましては、急傾斜地崩壊対策工事の町単独負担額の１００％を計上

しております。続きまして、４節都市計画事業債のうち、説明欄の１段目が都市計画課

所管分でございまして、土地区画整理事業充当起債８億３,２１０万円を計上しておりま

す。以上が都市計画課所管分の歳入予算でございます。 



続きまして歳出でございます。１２２、１２３ページをお開き願います。４款３項１

目１８節負担金、補助及び交付金３,５４０万円は、都市計画課所管分でございまして、

高田南土地区画整理事業の施工区域内において、長崎市が施工いたします汚水管布設工

事に対する負担金を支払うものでございます。続きまして１４４、１４５ページをお開

き願います。８款１項２目急傾斜地管理費１４節工事請負費３,６５０万円のうち、説明

欄２段目の急傾斜対策工事費３,５００万円が都市計画課所管分でございまして、令和４

年度より実施しております嬉里郷古園地区の急傾斜地崩壊対策工事費でございます。続

きまして１４８、１４９ページをお開き願います。８款５項１目都市計画総務費でござ

います。１節報酬１５万５,０００円は、長与町都市計画審議会委員報酬を計上しており

ます。次に２節給料から１５０、１５１ページの４節共済費につきましては、職員１１

名分の人件費を計上しております。続きまして８節旅費、１０節需用費、１３節使用料

及び賃借料、１８節負担金、補助及び交付金は、経常的経費でございます。続きまして

同じページの２目土地区画整理費でございます。１８節負担金、補助及び交付金は、経

常的経費でございます。２７節繰出金１０億５,２７１万円は、長与町土地区画整理事業

特別会計への繰出金でございまして、高田南土地区画整理事業に係る事業費や地域開発

事業債償還金等に対する一般会計の負担分を区画特会へ繰り出すものでございます。続

きまして１５４、１５５ページをお開き願います。８款６項住宅費は、全て都市計画課

所管分でございます。主なものとしましては、１目公営住宅管理費８節旅費から１１節

役務費までは経常的経費になります。１２節委託料は、町営住宅植栽剪定委託料などの

維持管理に関する委託料等でございます。１３節使用料及び賃借料は経常的経費になり

ます。１８節負担金、補助及び交付金は、住宅関連の会費等になります。続きまして２

目安全・安心住まいづくり支援事業、１２節委託料は、耐震診断委託料になります。１

８節負担金、補助及び交付金は、耐震診断やアスベスト診断の補助金になります。続き

まして１５６、１５７ページをお開き願います。８款６項３目建築費、１８節負担金、

補助及び交付金は、住宅性能向上リフォーム支援補助金１０件分と親子でスマイル住宅

支援補助金４件分になります。続きまして４目空き家対策費１節報酬および８節旅費は、

空家等対策協議会委員の報酬などになります。同じく１８節負担金、補助及び交付金は、

老朽危険空家等の除却を支援する補助金になります。補助額は、補助金の交付対象とな

る経費の２分の１の額、上限を５０万円としており１件分を計上しております。以上が

都市計画課所管分の歳出予算となります。続きまして説明書の最後の見開きのページに

なりますが、２２４ページ、２２５ページをお開き願います。こちらに債務負担行為の

支出見込額等に関する調書でございますが、都市計画課所管分としましては、上から３

段目以降の２件を計上しております。長与町ふれあいセンター等整備事業（西彼中央土

地開発公社所有用地購入費）と高田南土地区画整理事業に係る特別会計繰出金の計２件

でございます。予算に関する説明書につきましては以上でございます。最後に主要な施

策に関する説明書についてご説明いたします。主要な施策に関する説明書の１５、１６



ページをお開き願います。ページの下の方、都市計画課所管分を記載しております。８

款１項２目急傾斜地管理費、急傾斜地対策工事３,５００万円は、令和４年度より取り組

んでおります嬉里郷古園地区の急傾斜地対策工事費でございまして、財源の内訳としま

しては国庫補助金１,７５０万円、地方債１,７５０万円となっております。続きまして、

次に８款５項２目土地区画整理費、高田南土地区画整理事業（特別会計繰出金）１０億

５,２７１万円は、高田南土地区画整理事業の推進を図るための土地区画整理特別会計へ

の繰出金でございます。財源の内訳としましては、地方債８億３,２１０万円、一般財源

２億２,０６１万円となっており、補助裏相当分、事務費、地域開発事業債の償還金を含

め、一般会計から特別会計と繰り出すものでございます。以上で都市計画課所管分の説

明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（中村美穂委員） 

提案理由の説明が終わりましたが、質疑は午後から受けたいと思います。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

１２時を超えますが皆さんこのまま継続したいという意向でございますので、先ほど

の発言は取り消しまして、このまま質疑を受けたいと思います。それではまず予算書の

９ページの地方債のところ、それから歳入のところに入りたいと思います。歳入の１６、

１７ページ。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

住宅使用料の収入が減っているみたいなんですけども、その辺の理由を教えてもらえ

たらと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

住宅使用料が減っていることについてのお尋ねでございますけれども、町営住宅の入

居者の方の住宅使用料といいますのは、居住される方の所得に応じて使用料額を決めさ

せていただいておるんですけれども、昨今ちょっとその使用料額の平均値が下がる傾向

がございまして、そこで昨年度の当初予算よりも減少した額で計上させていただいてい

るということでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

特段空き部屋が増えたとかそういうのじゃなくて、入居者の方の景気の動向とかによ



って変わったものということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

使用する部屋の数は昨年度と同じ数で計算をさせていただいているんですが、あくま

で平均額が減少したことによるものでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

それではページを進めていきます。１８、１９ページ、２０、２１ページ、２４、２

５ページ、２８、２９ページ、３４から３７ページ、雑入ですね。３８、３９ページ、

ないようでしたら歳出に移りたいと思います。歳出ページが飛びまして１２２、１２３

ページ、また少し飛びます１４４、１４５ページ、質疑はありませんか。１４８、１４

９ページ、１５０、１５１ページ、質疑はありませんか。１５４、１５５ページ、１５

６、１５７ページ、それから債務負担行為のところ、最後の２２４、２２５ページ、主

要な施策に関する説明書の１５、１６ページ、都市計画課所管分、説明がございました。

質疑はありませんか。予算書、それから歳入歳出全体を通して質疑を受けます。質疑は

ありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

主要な施策にも載っておりますけど、この急傾斜地対策工事の３,５００万円が計上さ

れています。これについては継続事業ということで今進んでるわけですけど、大体今の

状況を、そして今後の予定についてどのように考えておられるのかお尋ねします。 

○委員長（中村美穂委員） 

前田課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

この古園地区の急傾斜につきましては、令和４年度より取り組んでおりまして、令和

４年度につきましては測量設計ですね、現場で測量設計を行いまして、令和５年度から

令和７年度まで３カ年で対策工事、現場の工事の方を行うというスケジュールになって

おります。だいたい各年度約今の計上して３,５００万円程度の工事費で予算を確保した

ところで、令和７年度の完成を目的として整備しております。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

そうするとあと７,０００万円というお金が要ると。７年度で終わりということですね。

ということは次年度もやっぱり３,５００万円ぐらいの数字が予定されていると、そうい

うふうな理解でいいわけですね。 

○委員長（中村美穂委員） 



前田課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

委員おっしゃるとおりの理解で大丈夫です。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

１５７ページの老朽危険空家等除去支援事業、これは多分１件だと思うんですが、そ

の執行が一応予定をされるということでよろしいですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

特に現段階で特定の空き家を目的とした計上をしているわけではございませんで、来

年度申請があるという見込みで１件分を計上させていただいているという状況です。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

６年度見込みがあるというところでありますが、でも大変危険な箇所が１カ所たぶん

あると思うんですよね。その辺り国の補助と一般財源、あとは申請をされた方がまた負

担をするということでよろしいんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

金額につきましては施工費用の半額で上限が５０万円、本町からは最大で５０万円支

出をいたしますが、そのうちの５０％が社交金から入ってくるということになります。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで都市計画課所管分の質疑を終わります。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

議案第２３号令和６年度長与町一般会計産業文教常任委員会分割付託分の件をこれか

ら討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 



討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第２３号令和６年度長与町一般会計予算産業文教常任委員会分割付託分

の件を採決いたします。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

本日はこれで閉会いたします。 

（閉会 １２時０８分） 


